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国、保険会社及びJA共済が⾏う運用益事業の精査の経緯等について

時期 検討・説明の機会 検討・説明事項

平成２３年６⽉３０⽇ あり方懇談会 ①精査スケジュール
②三者の運用益事業の役割分担の考
え方

③三者の具体の事業内容（対比表）

平成２３年７⽉〜１１⽉ 三者による検討 ①⾒直しの⽅向性案

平成２３年１２⽉２２⽇ あり⽅懇委員有志・代理による会議 ①⾒直しの⽅向性案

平成２４年１⽉３１⽇ 自賠責審議会 ①⾒直しの⽅向性案

平成２４年２⽉〜５⽉ 三者による検討 ①事業の具体的な精査案

平成２４年６⽉５⽇ あり⽅懇委員有志・代理による会議 ①事業の具体的な精査案

平成２４年８⽉１⽇ あり方懇談会 ①事業の具体的な精査案

平成２５年１⽉ 自賠責審議会 ①事業の具体的な精査案
②これを踏まえた平成２５年度予算
案

平成２５年４⽉〜 ・精査された運用益事業の実施

※「三者」とは、国、保険会社及びJA共済を指す。
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国が実施する運用益事業の評価・選定について（平成25年度の場合）

今後の自賠責制度あり方
に係る懇談会

通常業務に
おける検討

各種会議に
おける意見交換

平成25年度予算要求内容の検討

予算要求・概算決定

国会審議

事業実施

事業レビュー実施

H24.6

H24.9～

H24.12

H25.4～

H26.4～

・
・
・

H26.7

・自己点検（政務を含む予算監視・効率化チームの設置）

・国民からの意見募集
・レビューシート公表

平成27年度概算要求への反映H26.8

予算成立

平成23年度事業
レビュー結果

今後の自賠責制度
あり方に係る懇談会

等

【目的・予算の状況】
・広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
・国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねる
べき事業ではないか。 等

【資金の流れ、費目・使途】
・支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。
・単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。
・受益者との負担関係は妥当であるか。
・費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されてい
るか。 等

【活動実績、成果実績】
・他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。
・活動実績は見込みに見合ったものであるか。
・整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 等
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３月

既存事業 新規事業

１１月

１２月

２月

７月

１０月

損保協会における自賠責運用益拠出事業の選定・評価プロセス

損保協会事業主体
（拠出先団体）

当
年
度

４月

５月

６月

１月

８月

９月

損保協会による
拠出先事業の

現地視察・監査等

次年度拠出事業方針・原案の策定

自賠責運用益使途選定委員会での審議（④）

損保協会理事会での決定（⑥）

自賠責保険審議会への報告（⑤）

損保協会より
「助成決定通知」

■既存事業について、事業主体（拠出先団体）から前年度の事業報告書を提出頂く。（①）

■損保協会は、事業報告書の内容を点検するとともに、必要に応じて団体等に対してヒアリング、
現地視察等を実施し、事業内容の確認を行う。（②）

■「自賠責運用益拠出事業評価基準に沿って既存の各事業に関する定量評価を行う。併せて、当該
評価に対する外部有識者（自賠責保険審議会および使途選定委員会経験者）のヒアリングを踏まえ
た上で評価原案を策定する。新規拠出事業案についても、外部有識者へのヒアリングを行ってい
る。（③）

■上記、既存事業の評価原案を踏まえて次年度拠出事業方針・原案を策定し、第三者委員で構成さ
れる「自賠責運用益使途選定委員会」にて審議いただく。（④）

■「自賠責運用益使途選定委員会」での了承を受けて、次年度自賠責運用益拠出事業案を「自賠責
保険審議会」に報告する。（⑤）

■最終的に、損保協会理事会にて次年度自賠責運用益拠出事業案を審議、決定する。（⑥）

損保協会における自賠責運用益拠出事業の評価・選定については、「自賠責運用益拠出事
業の評価手続き要領」に基づき、以下の手続きを実施している。

新規拠出事業案
の調査・検討

事業報告書に基づく
事業内容

の確認（②）

＜現地視察のポイント＞
・事業内容の適切性、規模の妥当性
・経理面での問題はないか
・被害者等のニーズに合っているか
・被害者等にどのようなニーズがあるのか　等

＜評価基準の概要＞
・全事業共通の基準（10項目）と事業分類別の基準（各3項目）を設定
・各項目を5段階評価により加点し、全項目合計により5段階の総合評価を行う。合計点が50点未満
の場合は事業縮減、30点未満の場合は事業終了を含めて検討する。

＜事業選定におけるポイント＞
・既存事業の場合、事業報告書や定量評価に基づき、必要な事業は充実させる一方で、それ以外の
事業は縮減するという方針で、事業の継続可否・拠出額の増減等を判断している。
・新規事業の場合、事業の公平性や社会貢献といった観点に加え、運営主体として適切な組織であ
ること（法人格の有無、会計監査など）を基本として、その拠出可否を判断している。また、当該
事業が将来的に事業として自立可能かどうかも含め、原則3ヵ年といった拠出期限を設定してい
る。

＜事業選定結果の公表＞
・拠出事業全体や新規事業詳細、使途選定委員会議事録について損保協会理事会後にニュースリ
リースの上、損保協会ホームページに掲載している。
・但し、各事業の評価結果については、当該団体等の一般的評価とされる懸念もあるため非公表と
している。

事業評価および
外部有識者ヒアリング（③）

前年度
事業報告書
の提出（①）

・第三者委員で構成
される損保協会長の
諮問機関
（委員は被害者代
表、自動車ユーザー
代表、弁護士、学識
経験者等で構成）
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事業主体

（拠出先団体）

ＪＡ共済

既存事業 新規事業

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

1 月

2 月

3 月

ＪＡ共済における自賠責運用益拠出事業の評価・選定方法については、

以下の手続きを実施している。

● 既存事業の評価

ＪＡ共済連では、外部研究機関に対して、拠出先事業にかかるヒアリ

ング等の実施について委託し、支援先や有識者等から施策実施にかかる

評価等を取得している。

＜外部評価等のポイント＞

・拠出事業の実施効果、影響等

・今後の課題・展望

・有識者等からの取組みにかかる助言・要望内容 等

● 次年度拠出事業（案）の策定・審議

既存事業の評価結果および自賠責保険審議会等における答申・委員意

見を踏まえ、次年度拠出事業（案）を策定し、「地域交通事故対策審査

委員会」での審議を経て「自賠責共済運用益等使途選定委員会」にて審

議いただく。

● 「自賠責共済運用益等使途選定委員会」での答申内容を踏まえ、次年度

自賠責運用益拠出事業（案）を「自賠責保険審議会」に報告し、最終的

に、ＪＡ共済連理事会にて次年度自賠責運用益拠出事業（案）を審議・

決定する。

自賠責共済運用益等使途選定委員会で

の審議

自賠責保険審議会への報告

ＪＡ共済連理事会での決定

ＪＡ共済より
案内

地域交通事故対策審査委員会での審議

次年度拠出事業方針・原案策定

外部研究機関による

拠出先事業にかかる

ヒアリング等の実施

実施評価・課題等

の確認

（報告書）

新規拠出事業案

の調査・検討

ＪＡ共済における自賠責運用益拠出事業の選定・評価プロセス

農村地域における交

通事故等の状況に詳

しい第三者委員で構

成されるＪＡ共済連

が設置する委員会

第三者委員で構成さ

れるＪＡ共済連が設

置する委員会

自賠責保険審議会、

使途選定委員会で

の意見等を考慮
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